
蠢
、
序

一
八
一
○
年
に
創
設
さ
れ
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
自
ら
の
『
信
仰
告
白
』
を
三
度
に
わ
た
っ
て
改
訂
す
る
営
み

を
続
け
て
き
た
ユ
ニ
ー
ク
な
歴
史
を
も
つ
長
老
派
教
会
で
あ
る漓
。『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
か
ら
始
ま
り
、『
一
八

一
四
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』（
以
下
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』）、『
一
八
八
三
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン

ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』（
以
下
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』）、
そ
し
て
『
一
九
八
四
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信

仰
告
白
』（
以
下
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』）
は
い
ず
れ
も
、
契
約
概
念
が
『
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
と
な
っ
て
い

る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
四
つ
の
『
信
仰
告
白
』
を
比
較
す
る
と
き
、
そ
れ

ぞ
れ
の
『
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
と
な
る
契
約
概
念
が
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
歴
史
に
そ
っ
て
変
化
し
て
き

た
。
そ
し
て
、
契
約
概
念
の
変
化
は
、
贖
罪
論
の
変
化
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告

〔
論
　
　
文
〕カ

ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
神
学
史
に
お
け
る

贖
罪
論
の
変
遷
に
関
す
る
一
考
察

松
　
　
本
　
　
雅
　
　
弘

90



白
』
と
そ
の
一
部
修
正
に
よ
っ
て
成
立
し
た
『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
、「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二

つ
の
契
約
に
よ
る
図
式
（the

tw
o

covenantschem
a

）
を
神
学
的
枠
組
み
と
し
て
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
『
一
八
八
三
年
版
信

仰
告
白
』
は
、「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二
つ
の
用
語
を
使
用
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
備
え
も
つ
贖
罪

論
的
意
味
に
修
正
を
施
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贖
罪
論
的
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
、『
一
八
一

四
年
版
信
仰
告
白
』
が
「satisfaction

（
充
足
／
満
足
）」
と
い
う
用
語
を
あ
て
て
い
る
の
に
対
し
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告

白
』
は
、「propitiation

（
贖
い
／
償
い
）」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
祭
儀
律
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
使
用
さ
れ
て
き
た
聖
書
的
用
語
を
あ

て
る
。
そ
し
て
遂
に
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
で
は
、「
業
の
契
約
」
と
い
う
用
語
が
消
滅
し
、「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う

唯
一
の
契
約
に
よ
る
図
式
が
『
信
仰
告
白
』
全
体
を
規
定
す
る
新
た
な
神
学
的
枠
組
み
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
新
し
い
解
釈
に
立
ち
、
そ
の
後
さ
ら
に
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』、

『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』、
そ
し
て
『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
と
、
常
に
新
た
な
『
信
仰
告
白
』
を
生
み
出
し
て
い
っ

た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
神
学
史
に
そ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
『
信
仰
告
白
』
に
深
く
か
か
わ
っ
た
Ｆ
・
ユ
ー
イ
ン
グ
（
一

七
七
三
〜
一
八
四
一
）、
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
（
一
七
九
九
〜
一
八
八
○
）、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
（
一
八
一
四
〜
一
八
九
三
）、
Ｐ
・
Ｆ
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
（
一
八
五
二
〜
一
九
二
五
）、
Ｅ
・
Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン
（
一
九
○
○
〜
一
九
八
五
）
と
い
う
代
表
的
神
学
者
ら
の
神
学

を
例
証
し
な
が
ら
、
各
『
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論
と
そ
の
変
遷
に
着
目
し
、
特
に
『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
に
あ
ら
わ
さ

れ
た
現
代
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
の
特
徴
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る滷
。
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蠡
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

Ａ
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
贖
罪
理
解

宗
教
改
革
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
著
書
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
で
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
罪
の
業
を
キ
リ
ス
ト
の
祭
司
・
預
言

者
・
王
と
い
う
三
職
制
と
結
び
つ
け
な
が
ら
展
開
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｈ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す

る澆
。ま

ず
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、「
贖
い
主
の
つ
と
め
が
か
れ
に
課
せ
ら
れ
た
の
は
、
か
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
、
救
い
主
と
な
り
た

も
う
た
め
で
あ
っ
た
」潺
と
述
べ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
の
人
格
に
は
三
つ
の
職
務
が
密
接
に
結
び
つ

き
、
し
か
も
そ
の
三
職
が
い
か
に
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
説
く潸
。
さ
ら
に
、「
か
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ

れ
に
救
い
を
獲
得
し
た
も
う
た
か
」澁
と
議
論
を
展
開
す
る
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
神
の
怒
り
の
現
実
に
着
目
し
、
神
は
「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
と
和
解
し

た
も
う
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
ど
う
し
て
敵
対
し
た
も
う
た
の
か
」澀
と
の
問
題
を
提
起
す
る
。
続
け
て
、
次
の
二
つ
の

理
由
を
挙
げ
つ
つ
、
人
間
が
贖
い
主
を
必
要
と
す
る
根
拠
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
ア
ダ
ム
の
堕
落
以
降
、
全
人
類

は
贖
い
主
な
し
に
神
を
知
る
に
有
効
な
知
識
を
喪
失
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
第
二
に
、
父
な
る
神
は
そ
の
愛
に
よ
っ
て
キ
リ
ス

ト
に
あ
る
人
間
と
の
和
解
を
妨
げ
も
し
、
か
つ
期
待
も
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る潯
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の

死
に
よ
っ
て
神
の
好
意
が
獲
得
さ
れ
る
ま
で
、
神
は
人
間
の
敵
で
あ
っ
た潛
。
た
だ
し
、
そ
の
神
の
怒
り
は
復
讐
心
に
よ
る
怒
り

で
は
な
く
、
神
の
愛
の
う
ち
に
あ
る
怒
り
で
あ
る
が
故
に
、
神
に
よ
っ
て
和
解
が
提
供
さ
れ
る
、
と
結
ぶ
。

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
は
い
か
に
し
て
人
間
に
救
い
を
も
た
ら
す
の
か
。
こ
こ
で
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
「
法
代
償
的

贖
罪
論
」
の
立
場
を
と
る濳
。
キ
リ
ス
ト
は
神
の
裁
き
と
怒
り
を
身
に
引
き
受
け
た潭
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
が
人
間
の
罪
を
取

り
除
き
、
神
の
敵
意
を
除
き
去
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
の
完
全
な
服
従
に
よ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
死
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
の
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不
義
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
留
め
ら
れ
て
い
た_

あ
る
い
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
上
に
落
ち
か
か
っ
て
い
た_

い
っ

さ
い
の
呪
い
が
、
か
れ
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
取
り
の
ぞ
か
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
」澂
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、

こ
の
議
論
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
り
、『
使
徒
信
条
』
に
ふ
れ
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
と
共
に
キ
リ
ス
ト
が
死
ん
で
葬

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
か
れ
は
御
自
身
の
死
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
生
命
を
贖
い
た
も
う
た
の
で
あ
る
」潼
と
結
ぶ
。

Ｈ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
贖
罪
論
の
背
景
に
、
ル
タ
ー
に
も
共
通
す
る
「
愛
」
と
「
義
」
と
い
う
二
つ
の
原

理
を
贖
罪
に
関
連
づ
け
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
二
つ
の
原
理
を
互
い
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

う
え
で
、
そ
の
試
み
の
限
界
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
あ
る
程
度
達
成
し
た
が
、
受
容
し
得
る
代
償
的
贖
罪
論
は
念
入
り
に
形
成
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
発
展
に
お
い
て
愛
の
原
理
が
義
の
原
理
に
続
く
副
次
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」潘

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
Ｈ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
指
摘
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
神
学
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
の
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信

仰
告
白
』
に
も
妥
当
す
る
と
言
え
よ
う
。『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
は
、
神
の
絶
対
主
権
と
人
間
意
志
の
自
由
の
両

者
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二
つ
の
契
約
関
係
で
捉
え
よ

う
と
す
る
。
し
か
も
、「
恵
み
の
契
約
」
を
「
業
の
契
約
」
の
要
求
を
満
た
す
二
次
的
契
約
と
位
置
づ
け
、「
義
」
を
「
業
の
契

約
」
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
法
的
概
念
と
し
て
理
解
す
る澎
。
そ
の
結
果
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰

告
白
』
で
は
、「
愛
」
が
「
義
」
に
従
属
す
る
神
学
的
枠
組
み
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

一
六
四
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
成
立
し
た
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
は
、
そ
の
後
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、

お
よ
び
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
長
老
派
教
会
の
信
条
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た澑
。
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『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
は
、
神
が
「
理
性
的
存
在
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
神
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
人

間
も
「
理
性
的
被
造
物
」
で
あ
る
と
、
次
の
よ
う
に
定
義
す
る濂
。「
神
は
、
…
人
間
を
男
と
女
に
、
理
性
あ
る
不
死
の
霊
魂
を
も

ち
、
ご
自
身
の
か
た
ち
に
従
っ
て
知
識
と
義
と
ま
こ
と
の
き
よ
さ
と
を
賦
与
さ
れ
た
。
心
の
中
に
記
さ
れ
た
神
の
律
法
と
そ
れ

を
成
就
す
る
力
を
持
ち
、
し
か
も
変
化
し
得
る
自
分
自
身
の
意
志
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
、
違
反
す
る
可
能
性
の
あ
る
者
と
し
て

創
造
さ
れ
た
。」潦
。

『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
神
の
か
た
ち
に
創
造
さ
れ
た
存
在
と
し
て
「
理
性
的
被
造
物
」
で

あ
り
、「
意
志
の
自
由
を
も
っ
た
存
在
」
で
あ
る
。「
意
志
の
自
由
」
と
は
、「
善
に
も
悪
に
も
強
制
さ
れ
な
い
状
態
」
を
意
味

し
、「
自
然
の
絶
対
的
必
然
で
決
定
さ
れ
て
も
い
な
い
」
こ
と
を
指
す澳
。
換
言
す
れ
ば
、「
意
志
の
自
由
を
も
っ
た
」
人
間
と
は
、

正
し
い
こ
と
と
間
違
っ
た
こ
と
を
理
解
し
、
選
択
し
う
る
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
の
か
た
ち
」
の
意
味
で
あ

る
。以

上
の
こ
と
か
ら
も
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
特
色
は
、
論
理
性
に
あ
る
と
言
え
る澣
。
こ
の
こ
と
は
、『
ウ

ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
は
、

「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
の
二
つ
の
契
約
に
よ
る
図
式
に
よ
っ
て
全
体
が
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
契

約
に
よ
る
図
式
と
い
う
神
学
的
枠
組
み
の
な
か
、
全
体
を
貫
い
て
「
審
判
者
」、「
律
法
」、「
選
び
」
と
い
う
三
つ
の
用
語
が
繰

り
返
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
当
然
の
帰
結
は
、
人
間
論
、
神
論
へ
と
一
貫
し
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
「
理
性
的
被
造
物
」
で
あ
り
、
こ
の
世
界
は
理
性
的
被

造
物
で
あ
る
人
間
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
法
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
秩
序
あ
る
体
系
的
世
界
で
あ
る
、
と
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
神

は
、
法
の
統
治
者
と
し
て
、
人
間
と
世
界
と
に
対
し
て
「
審
判
者
」
で
あ
り
、「
律
法
」
に
従
っ
て
世
界
を
支
配
す
る
存
在
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
神
は
、「
審
判
者
」
と
し
て
自
ら
も
「
律
法
」
に
拘
束
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
で
あ
る
が
ゆ
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え
に
、
神
と
「
理
性
的
被
造
物
」
と
し
て
の
人
間
と
の
あ
い
だ
の
基
本
的
、
本
質
的
関
係
は
、「
律
法
」
に
基
づ
く
法
的
関
係
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
神
学
的
枠
組
み
の
な
か
で
、
次
に
考
察
す
る
贖
罪
論
も
展
開
さ
れ
る
。

『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論
も
、
き
わ
め
て
論
理
的
で
あ
る
。
最
初
の
人
ア
ダ
ム
と
エ
バ
と
は
、
理
性
と

意
志
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
自
由
を
誤
用
し
た
結
果
、「
律
法
」
の
要
求
す
る
「
裁
き
」
を
身
に
招
く
こ
と
と

な
る
。
し
か
も
、「
ア
ダ
ム
は
人
類
の
代
表
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
な
か
に
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
ス

コ
ラ
主
義
の
影
響
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る澡
。
人
類
の
代
表
で
あ
る
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
し
た
結
果
、
そ
の
子
孫
で
あ
る

人
類
に
罪
が
転
嫁
さ
れ澤
、
全
人
類
は
「
審
判
者
」
で
あ
る
神
に
よ
っ
て
「
律
法
」
の
刑
罰
下
に
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
神
の
憐

れ
み
に
よ
り
全
人
類
に
、
新
た
な
代
表
と
し
て
第
二
の
ア
ダ
ム
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
遣
わ
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
が
「
律
法
」
に
完

全
に
服
従
し
、
そ
し
て
、
人
類
の
刑
罰
を
身
代
わ
り
に
受
け
る
法
代
償
的
死
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
要
な
刑
罰

が
執
行
さ
れ
た
と
す
る澹
。
た
だ
し
、
こ
の
法
代
償
的
贖
罪
論
が
成
立
す
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
前
提
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
一

つ
は
、「
恵
み
の
契
約
」
が
永
遠
の
救
い
へ
と
選
ば
れ
た
者
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る濆
。
一
般
に
、
こ
の
贖
罪
理
解

を
「
限
定
的
贖
罪
論
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
も
論
理
性
と
い
う
特
色
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
永
遠
の
救

い
に
あ
ず
か
る
者
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
「
選
び
」
が
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
法
代
償
的
死
が
全
人
類
に
妥
当
す
る
普
遍
的

救
済
へ
と
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
選
び
」
と
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
出
来
事
を
「
律
法
」
と
い
う
刑
法
に

定
め
ら
れ
た
司
法
的
刑
罰
の
執
行
と
理
解
す
る
法
代
償
的
贖
罪
論
と
は
、
一
つ
の
対
を
成
す
理
論
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し

か
も
論
理
性
を
貫
い
た
結
果
、
こ
の
「
選
び
」
は
創
造
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
さ
れ
る澪
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
は
、「
恵
み
の
契
約
」
を
条
件
的
に
理
解
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
法
代
償
的
贖
罪

論
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
普
遍
的
救
済
を
退
け
る
の
で
あ
る
。
後
に
、
こ
の
考
え
方
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
、
そ
の
影
響
下
に
あ
る
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
伝
統
の
な
か
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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Ｃ．
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
と
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
創
立

カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
創
立
の
契
機
と
な
っ
た
一
八
一
○
年
の
ア
メ
リ
カ
長
老
教
会
の
分
裂
は
、
神
学
的
な
必
然
の

な
か
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

一
八
一
○
年
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
誕
生
の
直
接
的
要
因
は
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
会
に
起
こ
っ
た
分
裂
に
あ
っ
た
。

当
時
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
会
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
中
会
の
ほ
か
、
ト
ラ
ン
ス
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
中
会
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
中
会
の

計
三
つ
の
中
会
に
よ
り
成
立
し
て
い
た
。
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
会
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド

中
会
を
解
散
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、「
選
び
」
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
の
神
学
的
理
解
の
相
違
、
第
二
に
、
一
部
の
教
職
者

の
按
手
を
め
ぐ
っ
て
の
神
学
的
、
ま
た
教
会
政
治
的
理
解
の
相
違
、
そ
し
て
第
三
に
、
信
仰
覚
醒
運
動
の
受
け
止
め
方
の
相
違

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
論
点
を
中
心
に
議
論
を
戦
わ
せ
た
結
果
、
両
者
の
あ
い
だ
に
合
意
が
得
ら
れ
ず
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大

会
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
中
会
に
対
し
て
解
散
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
一
○
年
、
Ｓ
・
マ
カ
ド
ゥ
、
Ｆ
・
ユ
ー
イ

ン
グ
、
そ
し
て
Ｓ
・
キ
ン
グ
の
三
教
職
者
は
、
新
た
な
中
会
を
再
編
成
し
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
大
会
に
対
し
て
加
入
申
請
を
行
っ

た
が
、
大
会
会
議
で
否
決
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
長
老
派
教
会
の
神
学
史
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々

な
議
論
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
特
に
、
イ
ギ
リ
ス
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
長
老
派
を
中
心

に
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
一
部
修
正
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
修
正
の
焦
点
は
、「
恵
み
の
契
約
」
を
条
件
的

に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
恵
み
の
契
約
」
を
条
件
的
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
は
、
神
の
主
権
に
制
限
を
課
す

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
一
方
に
お
い
て
人
間
の
意
志
の
自
由
が
保
証
さ
れ
、
も
う
一
方
に
お
い
て
普
遍
的
救
済
を
退
け
得

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
彼
ら
の
神
学
的
問
い
か
け
は
、「『
選
び
』
が
な
い
の
な
ら
、
人
は
い
か
に
し
て
救
わ
れ

る
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
発
展
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
信
仰
生
活
に
お
け
る
「
内
省
」
に
関
心
が
集
ま
り
、「
回
心
」
の
体
験
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が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、「
回
心
」
の
体
験
を
あ
る
種
の
「
業
」
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し

て
、「
伝
道
説
教
」、「
悔
い
改
め
」、「
聖
書
を
読
む
こ
と
」、「
祈
り
」
等
が
、
重
要
視
さ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
時

期
、「
神
学
的
心
理
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
人
間
の
「
快
・
不
快
の
原
理
」
を
利
用
す
る
「
神
学
的
心
理

学
」
を
用
い
た
説
教
は
、「
律
法
」
へ
の
言
及
か
ら
は
じ
め
て
聴
衆
の
心
に
恐
怖
心
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
し
て
、「
悔
い
改
め
」

の
報
い
と
し
て
の
救
い
の
約
束
を
提
示
す
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
「
伝
道
説
教
」
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た濟
。

以
上
の
よ
う
に
、
初
期
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
は
、
二
契
約
図
式
の
神
学
的
枠
組
み
を
保
持
し
つ
つ
、
第
二

の
「
恵
み
の
契
約
」
を
第
一
の
「
業
の
契
約
」
同
様
に
条
件
付
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰

告
白
』
と
の
相
違
点
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
・
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
長
老
派
教
会
の
流
れ
を
汲
む
カ
ン
バ
ー

ラ
ン
ド
長
老
教
会
が
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
神
学
に
求
め
た
修
正
点
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
神
学
の
特
徴

は
、
第
一
に
、
贖
罪
の
主
観
的
側
面
の
強
調
に
あ
り
、
回
心
や
新
生
の
経
験
と
い
っ
た
「
体
験
」
を
重
要
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
神
と
人
間
の
関
係
を
法
的
関
係
と
捉
え
る
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
を
踏
襲
す
る
一

方
、
特
に
神
の
主
権
に
制
限
を
加
え
、
神
の
主
権
と
人
間
の
意
志
の
自
由
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
伝
道
的
な
ア

メ
リ
カ
長
老
主
義
の
新
た
な
動
き
と
軸
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
神
の
主
権
を
重
要
視
す
る
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
神

学
か
ら
離
れ
、
そ
の
告
白
の
一
部
修
正
の
帰
結
と
し
て
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
を
独
自
に
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
カ
ン

バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
神
の
主
権
に
制
限
を
加
え
、
意
志
の
自
由
に
注
目
す
る
人
間
の
自
律
性
を
強
調
す
る
神
学
へ
と
、

大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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蠱
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

Ａ
、
フ
ァ
イ
ニ
ス
・
ユ
ー
イ
ン
グ
の
神
学

カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
信
仰
覚
醒
運
動
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
教
会
と
表
現
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。『
一
八
一
四
年

版
信
仰
告
白
』
執
筆
者
の
一
人
で
あ
っ
た
フ
ァ
イ
ニ
ス
・
ユ
ー
イ
ン
グ
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
的
ル
ー
ツ
を

ア
メ
リ
カ
長
老
主
義
の
祖
と
し
て
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
求
め
る
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
神
学
で
あ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
、

人
間
の
自
由
の
側
面
を
強
調
す
る
修
正
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
言
え
よ
う
。

『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
初
期
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
指
導
者
た
ち
が
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告

白
』
と
の
神
学
的
対
話
を
な
し
た
結
果
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
基
本
的
に
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の

神
学
的
枠
組
み
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
贖
罪
論
に
お
い
て
、
一
部
修
正
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
修
正
と
は
、

現
実
の
信
仰
覚
醒
運
動
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
の
経
験
か
ら
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
保
持
す
る
「
限
定
的
贖

罪
論
」
を
退
け
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
以
下
、
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
の
説
明
に
そ
っ
て
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
カ
ン
バ
ー
ラ
ン

ド
長
老
教
会
の
神
学
的
指
導
者
Ｆ
・
ユ
ー
イ
ン
グ
の
主
張
の
要
点
を
整
理
し
て
み
た
い濕
。

Ｆ
・
ユ
ー
イ
ン
グ
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
り
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
最
初
期
お

よ
そ
二
十
年
に
わ
た
る
神
学
的
、
実
際
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
彼
の
神
学
を
色
濃
く
反
映
し

て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
著
書
、A

Series
of

Lectures
on

the
M

ostIm
portantSubjects

in
D

ivinity

（『
神
学

の
最
重
要
主
題
に
関
す
る
講
義
』）
の
な
か
で
も
、
そ
の
神
学
的
強
調
点
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
・
ユ
ー
イ
ン
グ
は
教
職
者
を
志
す
学
生
達
に
対
し
て
法
律
を
学
ぶ
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
勧
め
る濬
。
こ
れ
は
、
Ｆ
・
ユ
ー

イ
ン
グ
自
身
の
神
学
が
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
「
審
判
者
」
と
し
て
の
神
観
、
神
と
人
間
の
関
係
が
「
律

法
」
を
仲
立
ち
と
す
る
法
律
的
関
係
で
あ
る
と
の
理
解
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
彼
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の
贖
罪
論
に
は
、
従
来
の
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
明
ら
か
な
修
正
が
み
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
贖
罪
論
に
お
い

て
、「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二
契
約
図
式
を
採
用
し
つ
つ
も
、
人
間
の
意
思
の
自
由
を
「
恵
み
の
契
約
」
を

受
け
取
る
自
由
で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、「
恵
み
の
契
約
」
を
条
件
的
に
機
能
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
選

び
」
の
範
囲
を
限
定
せ
ず
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
に
よ
る
「
律
法
」
の
要
求
の
充
足
が
、
人
類
全
体
の
た
め
で
あ
っ
た

こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
忠
実
な
継
承
者
と
し
て
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ア
ー
ド
の
神
学

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ア
ー
ド
は
、
一
八
三
二
年
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
プ
リ
ン
ス
ト
ン
に
あ
る
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
大
学
を
卒
業
す

る
と
同
時
に
母
校
の
言
語
学
教
授
に
就
任
し
、
六
年
間
に
わ
た
っ
て
教
鞭
を
と
っ
た
。
そ
の
後
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
の
シ
ャ
ー

ロ
ン
大
学
に
移
り
、
さ
ら
に
、
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
八
○
年
ま
で
、
テ
ネ
シ
ー
州
レ
バ
ノ
ン
に
創
設
さ
れ
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン

ド
大
学
神
学
部
で
神
学
を
講
じ
た
。
彼
は
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
に
表
現
さ
れ
た
Ｆ
・
ユ
ー
イ
ン
グ
の
神
学
の
忠
実
な

継
承
者
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
は
、
一
八
六
四
年
、Lectures

on
T

heology

（『
神
学
講
義
』）
を
著
し
た
。
そ
の
な
か
で
展
開

さ
れ
る
神
学
の
特
徴
は
、
人
間
の
経
験
に
基
礎
を
置
く
点
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
の
説
明
に
し
た
が
っ
て
Ｒ
・

ベ
ア
ー
ド
の
神
学
を
概
観
す
る濔
。

Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
は
、
人
間
の
「
自
己
」
が
、「
心
（
マ
イ
ン
ド
…
理
性
的
／
科
学
的
）」
と

「
意
志
（
意
志
決
定
機
関
…
法
と
か
か
わ
る
部
分
／
実
際
的
）」
と
「
感
性
（
感
情
的
）」
と
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
特
に
神
学
に

関
係
す
る
分
野
は
「
意
志
」
の
分
野
が
中
心
と
な
る
、
と
考
え
て
い
た
と
す
る
。
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
は
、「
良
き
神
学
」
の
条
件
と

し
て
、
そ
れ
が
、
科
学
的
、
経
験
的
、
そ
し
て
実
際
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、「
意
志
」
の
分
析
の
結
果
、

「
自
己
」
に
は
二
つ
の
特
徴
が
兼
ね
備
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
は
「
意
志
の
自
由
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
他
者
・
神
へ
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の
依
存
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。

さ
ら
に
ま
た
、
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
は
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
法
律
的
で
あ
り
、
神
は
律
法
の
賦
与
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
人
間
に
は
「
律
法
」
へ
の
服
従
の
報
い
と
し
て
の
天
国
が
約
束
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。「
恵
み
の

契
約
」
は
無
条
件
的
で
あ
る
が
、
そ
の
「
恵
み
」
を
選
ぶ
自
由
が
人
間
の
側
に
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
説
明
し
、

「
人
間
は
法
的
に
罪
人
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
格
的
に
罪
人
で
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。

Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
は
、
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
の
神
学
を
称
し
て
「
発
展
的
神
学
」
と
表
現
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
発
展
性
」
こ

そ
、
後
に
『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
。
つ
ま
り
、
演
繹
的
に
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
神
学
を
営
む

の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
適
用
す
る
神
学
を
営
も
う
と
す
る
「
発
展
的
神
学
」
の
傾
向
が
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の

神
学
史
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
に
み
ら
れ
る
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
一
部
修
正
は
、
結
果

と
し
て
「
修
正
」
を
超
え
て
、「
改
訂
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
長
老
派
教
会
で
は
、『
信
仰
告
白
』

が
聖
書
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
前
面
「
改
訂
」
を
試
み
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
カ

ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
そ
の
宣
教
の
業
を
も
っ
て
か
か
わ
り
を
も
つ
「
そ
の
時
代
」
か
ら
の
問
い
か
け
に
よ
り
、
新
た

に
聖
書
に
向
か
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
『
信
仰
告
白
』
を
改
訂
す
る
神
学
的
柔
軟
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る濘
。
こ
れ
は
今
日

の
宣
教
学
で
い
う
「
文
脈
化
（contextualization

）」
の
先
駆
け
と
言
え
よ
う
。

『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
表
面
的
に
は
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
と
比
較
し
て
大
差
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
神
学
史
を
概
観
す
る
と
き
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
作
成
と
い

う
出
来
事
自
体
が
、
単
な
る
内
容
上
の
「
一
部
修
正
」
で
は
な
く
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
か
ら
の
「
別
離
」
を

意
味
す
る
大
き
な
一
歩
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
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蠶
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

Ａ
、
歴
史
的
背
景

一
九
世
紀
は
、
神
学
的
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
啓
蒙
主
義
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
な
か
、
科
学
の
分
野
に

お
い
て
は
進
化
論
が
一
世
を
風
靡
し
、
特
に
神
学
界
で
は
聖
書
学
の
分
野
で
歴
史
的
批
評
的
方
法
が
聖
書
に
適
用
さ
れ
た
。
シ

ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
神
学
を
科
学
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
試
み
の
帰
結
と
し
て
自
由
主
義
神
学
を
打
ち
立
て
て
い
く
。
ま

た
、
哲
学
の
分
野
に
お
い
て
も
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
実
念
論
に
か
わ
り
「
個
別
が
普
遍
」
と
い

う
唯
名
論
の
台
頭
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
即
、
神
学
の
領
域
に
も
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
よ
う
。

『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
に
代
表
さ
れ
る
改
革
派
・
長
老
派
教
会
の
神
学
は
、
一
般
に
「
契
約
神
学
」
と
呼
ば
れ

る
。
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
も
そ
の
流
れ
を
汲
む
。
こ
の
時
代
、
契
約
神
学
の
前
提
で
あ
る
ア
ダ
ム
の
歴
史
性
が
、
聖
書

批
評
学
に
よ
っ
て
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
契
約
神
学
の
も
う
一
つ
の
前
提
で
あ
る
「
契
約
の
代
表
者
と
し
て
の
ア
ダ

ム
」
と
い
う
理
解
、
す
な
わ
ち
、「
普
遍
的
人
間
と
し
て
の
ア
ダ
ム
」
が
、
唯
名
論
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
と
『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
時
代
の
嵐
に
よ
っ
て
大
き
な
挑
戦
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。

Ｂ
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
改
訂
の
中
心
的
神
学
者
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
バ
ー
ニ
ー

『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
改
訂
委
員
会
の
委
員
長
を
つ
と
め
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
大
学
の
神
学
教
授
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・

バ
ー
ニ
ー
は
、
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
の
も
と
で
神
学
を
修
め
た
人
物
で
あ
る
。
ベ
ア
ー
ド
自
身
は
『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
改

訂
を
終
始
拒
ん
だ
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が濱
、
そ
の
師
の
も
と
に
学
ん
だ
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
は
、
時
代
の
空
気
を
満
喫
し
な

が
ら
、
自
ら
の
信
仰
的
良
心
に
忠
実
に
そ
の
神
学
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
下
、
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
の
説
明
に
し
た
が
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っ
て
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
を
概
観
す
る濮
。

Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
は
、『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
に
刺
さ
っ
た
「
と
げ
」
を
抜
き
去
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
の
「
と
げ
」
と

は
、
二
契
約
図
式
に
お
け
る
「
審
判
者
」
と
し
て
の
神
観
で
あ
り
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
規
定
す
る
「
律
法
」
理
解
、
そ
し

て
、
ア
ダ
ム
が
人
類
を
代
表
し
て
神
と
の
間
に
「
業
の
契
約
」
を
結
ん
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。『
一
八
一
四
年
版
信
仰

告
白
』
に
よ
れ
ば
、
神
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
神
は
あ
く
ま
で
も
自
ら
制
定
し
た
「
律
法
」
に
拘
束
さ
れ
る
存
在
と
し

て
人
間
の
前
に
「
審
判
者
」
で
あ
り
続
け
る
。
当
然
、
神
は
人
間
に
「
律
法
」
を
完
全
に
守
る
よ
う
に
要
求
し
、「
律
法
」
の
要

求
を
充
た
せ
ば
報
い
と
し
て
永
遠
の
命
を
授
け
る
が
、
充
た
さ
な
け
れ
ば
永
遠
の
刑
罰
下
に
置
く
。
そ
し
て
、
ア
ダ
ム
は
歴
史

的
存
在
で
あ
り
、
し
か
も
神
と
「
業
の
契
約
」
を
交
わ
す
際
に
全
人
類
の
代
表
と
し
て
契
約
を
交
わ
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
は
、
第
一
に
、
契
約
の
代
表
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。

Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
に
と
っ
て
「
普
遍
は
名
ば
か
り
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
個
別
が
普
遍
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
、『
一
八

一
四
年
版
信
仰
告
白
』
が
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
か
ら
継
承
し
た
「
原
罪
の
遺
伝
」
と
い
う
考
え
方
に
修
正
を

求
め
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
は
、
神
を
「
審
判
者
」
と
し
て
理
解
す
る
契
約
神
学
が
、「
正
義
が
神
」
と
い
う
根
本
的
な
誤
り
を

犯
し
て
い
る
と
し
て
、「
神
が
愛
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
を
「
義
」
に
従
属
さ
せ
て
い
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
Ｈ
・
Ｗ
・
マ

ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
の
力
点
は
「
愛
の
神
の
回
復
」
に
あ
っ
た
。

Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
師
で
あ
る
Ｒ
・
ベ
ア
ー
ド
が
、
神
を
「
審
判
者
」
と
し
て
捉
え
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
従
来
の
「
法
律

的
関
係
」
と
理
解
し
た
の
に
対
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
バ
ー
ニ
ー
は
、
神
を
「
天
の
父
」
と
受
け
と
め
、
神
と
人
間
と
の
基
本

的
関
係
を
「
愛
の
関
係
」
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
神
が
父
で
あ
り
人
間
が
子
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、
神
は
既
存
の
物
質
を
用
い
て
肉
体
を
創
造
し
た
が
、
魂
は
単
な
る
被
造
物
で
は
な
く
神
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
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る
。
肉
体
は
性
交
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
魂
は
無
か
ら
創
造
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
は
父
で
あ
り
、
人
間
は
神
の
子

な
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、「
律
法
」
理
解
に
も
変
化
が
起
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
律
法
」
を
破
る
こ
と
に
よ
る
「
刑
罰
」
に
代
わ
っ
て
、
神

で
あ
る
「
親
」
が
わ
が
子
に
自
ら
の
意
志
で
あ
る
「
律
法
」
を
教
え
る
と
い
う
「
訓
練
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
た
。
Ｒ
・

ベ
ア
ー
ド
に
よ
れ
ば
「
罪
」
と
は
、
そ
の
本
質
が
「
律
法
」
に
違
反
す
る
と
い
う
法
律
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
Ｓ
・
バ
ー

ニ
ー
に
と
っ
て
の
「
罪
」
と
は
、「
神
へ
の
反
逆
」
と
い
う
人
格
・
関
係
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
罪
」
と
は
人

間
の
自
己
中
心
性
、
自
己
中
心
的
愛
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
従
来
の
伝
統
的
な
「
原
罪
」
理
解
も
修
正
さ

れ
る
。
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、「
罪
」
と
は
肉
体
の
問
題
で
は
な
く
、
魂
の
問
題
で
あ
る
。
魂
が
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
「
親
〜
子
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
神
の
主
権
は
「
審
判
者
」

と
し
て
の
主
権
で
は
な
く
、「
親
」
と
し
て
の
主
権
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
「
律
法
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
道
徳
律
法
」
は
、
愛
に
富
む
親
の
意
志
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
神
の
意
志
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
律
法
」
は
、
法
律
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
戒
め
・
命
令
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
Ｓ
・

バ
ー
ニ
ー
は
主
張
す
る
。

こ
う
し
た
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
贖
罪
論
は
、「
律
法
」
の
要
求
を
満
た
す
と
い
う
意
味
で
「
充
足
」
と
い
う
法
律

的
な
十
字
架
理
解
を
退
け
、「
贖
い
／
償
い
」
と
い
う
聖
書
的
祭
儀
的
な
意
味
で
十
字
架
を
捉
え
な
お
す
こ
と
へ
と
大
き
く
変
化

を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
に
お
け
る
救
済
論
は
、
概
し
て
十
字
架
の
み
を
強
調

す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
以
降
、
十
字
架
に
加
え
て
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と
復
活
を
救
済
論

の
中
心
に
位
置
づ
け
た
と
言
え
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
人
類
を
愛
し
、
そ
の
人
類
の
罪
に
よ
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
罪
の
結
果
は
死
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
人
間
の
罪
の
結
果
と
し
て
十
字
架
で
受
苦
し
、
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人
間
と
復
活
の
命
を
分
か
ち
合
う
た
め
に
、
死
か
ら
復
活
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
は
、
契
約
神
学
の
用
語
を
使
い
つ
つ
も
、
従
来
の
用
語
に
新
し
い
概
念
を
込
め
て

い
く濛
。
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
こ
こ
に
至
っ
て
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
は
、

こ
の
よ
う
な
神
学
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

Ｃ
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
上
述
の
バ
ー
ニ
ー
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、
特
に
以
下
三

つ
の
点
で
そ
れ
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
分
析
す
る瀉
。

第
一
に
、「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二
契
約
図
式
に
お
け
る
神
と
人
間
と
の
関
係
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た

点
で
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
関
係
を
表
す
「
契
約
」
と
い
う
用
語
が
創
造
と
の
関
係
に
お
い
て
一
回
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
律
法
」
を
親
と
子
の
関
係
の
中
で
理
解
す
る
た
め
、「
律
法
」
と
の
関
連
個
所
に
「
業
の
契
約
」
へ
の
言
及
は
な
く
な
る
。
そ

し
て
、
こ
の
「
律
法
」
の
中
心
と
し
て
キ
リ
ス
ト
の
愛
の
律
法
、
す
な
わ
ち
「
神
と
隣
人
を
愛
せ
よ
」
を
「
唯
一
の
法
」
と
し

て
位
置
づ
け
る
。

第
二
に
、
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
も
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
は
キ
リ
ス
ト
の
死
を
神
の
義
の

充
足
と
理
解
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
は
、
そ
れ
を
贖
い
、
償
い
の
死
と
し
て
捉
え
、
よ
り
聖

書
的
用
語
表
現
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
贖
い
」、「
償
い
」
と
は
法
律
的
概
念
で
は
な
く
、
関
係
概
念
で
あ
る
。

こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
壊
れ
た
関
係
の
回
復
に
必
要
な
行
為
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
字
架
と
は
神
の

苦
し
む
愛
の
表
現
と
言
え
る
。

第
三
に
、
義
認
論
に
も
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。『
一
八
一
四
年
版
信
仰
告
白
』
で
は
「
義

104



認
」
が
神
か
ら
の
絶
対
的
な
賜
物
で
あ
り
、「
信
仰
」
と
「
悔
い
改
め
」
は
「
義
認
」
を
述
べ
る
項
目
の
後
に
位
置
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
で
は
、「
信
仰
」
と
「
悔
い
改
め
」
が
「
義
認
」
の
前
に
置
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
人
間
の
意
志
の
自
由
を
強
調
し
た
結
果
と
理
解
し
う
る
。

蠹
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論

Ａ
、
Ｐ
・
Ｆ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
Ｒ
・
Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン

『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
が
生
み
出
さ
れ
た
以
降
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
的
指
導
者
と
し
て
、
Ｐ
・
Ｆ
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
Ｒ
・
Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｐ
・
Ｆ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
一
八
五
二
年
生
れ
で
一
九
二
五
年
に
召
天
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
の
架
け

橋
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
の
継
承
者
で
あ
っ
た
。
神
学
的
に
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
「
義

認
」
を
「
神
と
の
正
し
い
関
係
」
と
捉
え
た
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
も
、
神
と
人
間
と
の
関
係
を
「
律
法
」
の
要
求
を
満

足
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
法
的
関
係
と
は
捉
え
て
い
な
い
。

Ｒ
・
Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン
は
、
一
九
○
○
年
生
れ
で
、
二
○
世
紀
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
に
お
け
る
中
心
的
指
導
者
の
一

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
を
「
中
庸
の
神
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
努
め
た
。
従
来
の

「
中
庸
」
は
、「
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
と
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
主
義
の
中
間
に
あ
る
神
学
」
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
が
、
Ｒ
・

Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン
は
「
中
庸
の
神
学
」
を
「
普
通
の
人
に
理
解
さ
れ
る
神
学
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
原
罪
理
解
、
神
と
人
間
と

の
関
係
の
理
解
に
関
し
て
は
、
バ
ー
ニ
ー
を
継
承
す
る
と
言
え
よ
う瀋
。
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Ｂ
、
新
た
な
展
開
…『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
論
を
め
ぐ
っ
て

一
九
七
七
年
に
開
催
さ
れ
た
総
会
の
議
場
に
、
ミ
ズ
ー
リ
―
大
会
は
、
教
会
が
置
か
れ
て
い
る
時
代
の
人
々
に
応
え
う
る

『
信
仰
告
白
』
へ
の
改
訂
を
求
め
る
議
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
か
ら
一
五
名
、
米
国
カ
ン
バ

ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
か
ら
五
名
の
委
員
に
よ
っ
て
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
の
枠
組
み
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
神
学
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う濺
。上

述
の
よ
う
に
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
は
、
聖
書
的
で瀑
、
な
お
か
つ
実
践
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、「
生
活
の
座
」
に
お
い
て
聖
書
を
聴
く
姿
勢
に
よ
っ
て
営
ま
れ
、
生
み
出
さ
れ
る
神
学

で
あ
る
。
そ
の
神
学
は
、
聖
書
に
基
づ
き
、
な
お
か
つ
絶
え
ず
「
文
脈
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

一
九
七
七
年
に
組
織
さ
れ
た
改
訂
委
員
会
の
最
初
の
仕
事
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
な
か
で
教
会
の
「
生
活
の
座
」
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
。
第
二
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
聖
書
全
体
を
読
み
返
す
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
契
約
」
が
聖
書
の
神
学
的
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る瀁
。

一
般
に
「
契
約
」
と
い
う
用
語
は
、
聖
書
に
お
い
て
二
種
類
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
第
一
に
、「
契
約
」
と

は
神
と
被
造
物
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
も
の
、
第
二
に
、「
契
約
」
と
は
人
間
同
士
の
合
意
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
と
し
て
の
「
契
約
」
と
は
、
前
者
の
場
合
を
意
味
し
、
神
と
被
造
物
、
特
に
人
間
と
の
間
に
結

ば
れ
る
も
の
で
、
し
か
も
、
こ
の
場
合
す
べ
て
が
神
の
一
方
的
な
賜
物
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
聖
書
に

あ
る
「
契
約
」
は
、
そ
の
す
べ
て
が
「
恵
み
の
契
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
一
八
八
三
年
版
信
仰
告
白
』
以
来
、
そ
の
『
信
仰

告
白
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
「
契
約
」
理
解
を
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
と
人
間
と

の
関
係
」
を
「
愛
に
基
づ
く
親
と
子
の
関
係
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
冒
頭
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
三
章
一
六
節
が
「
福
音
の
凝
縮
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
。『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
聖
書
論
の
な
か
に
も
あ
る
が
、
聖
書
を
「
キ
リ
ス
ト
証
言
の
書
」
と
受
け
入
れ
、
キ
リ
ス

ト
の
出
来
事
を
聖
書
解
釈
の
原
理
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
、
生
涯
、
十
字
架
、
復
活
を
歴
史
の
中
心
、
聖
書
の
使
信
の
中

心
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
贖
罪
理
解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
四
点
に
そ
の
特
徴
を
整
理
す
る
こ
と
と
す

る
。
第
一
の
特
徴
は
、
贖
罪
論
を
和
解
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
神
の
救
済
の
業
の
広
が
り
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
救
済
を
超
え
た
人
類
共
同
体
、
被
造
物
全
体
の
救
済
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
神
を
「
親
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
神
と
人
間
と
の
関
係
は
愛
に
基
づ
く
「
恵
み
の
契
約
」
関
係
と
理
解

さ
れ
る
。「
律
法
」
が
仲
立
ち
す
る
法
律
的
関
係
で
は
な
い
。

第
三
に
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
意
味
で
あ
る
。
当
然
「
充
足
」
で
は
な
く
「
贖
い
」
の
立
場
を
取
り
、
旧
約
聖
書
の
祭
儀

律
法
に
基
づ
き
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
を
、「
罪
の
贖
い
」
と
し
て
「
命
を
与
え
る
死
」
と
し
て
理
解
す
る
。
し
か
も
そ

れ
以
上
に
、
神
の
苦
し
む
愛
の
証
し
と
し
て
、
十
字
架
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
、
生

涯
、
十
字
架
、
復
活
、
昇
天
に
い
た
る
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
全
体
が
、
和
解
を
も
た
ら
す
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
力
強
く
告
白

す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
義
認
」
に
お
け
る
「
義
」
の
問
題
で
あ
る
。『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
で
は
「
義
」
を
「
正
義
」
と

区
別
し
、
法
律
的
概
念
で
は
な
く
、
人
格
と
人
格
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
理
解
す
る
。
ま
た
、「
正
義
」
は
神
の
意
志

で
あ
り
、「
律
法
」
は
人
類
が
「
正
義
」
を
行
う
た
め
に
与
え
ら
れ
た
「
戒
め
」
と
す
る
。
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蠧
、
発
展
的
神
学
と
し
て
の
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学

カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
自
ら
の
『
信
仰
告
白
』
を
三
度
に
わ
た
っ
て
改
訂
す
る
神
学
的
営
み
を
続
け
て
き
た
ユ
ニ

ー
ク
な
歴
史
を
も
つ
長
老
派
教
会
で
あ
る
。
一
八
八
五
年
の
総
会
に
お
い
て
Ｗ
・
Ｊ
・
ダ
ー
ビ
ー
総
会
議
長
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ

ン
ド
長
老
教
会
を
称
し
「
リ
ベ
ラ
ル
か
つ
発
展
的
教
会
で
あ
る
」瀏
と
発
言
し
た
。
マ
ロ
ウ
も
『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
を

「
硬
直
化
し
柔
軟
性
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
発
展
的
信
条
で
あ
る
」
と
評
価
す
る濾
。

す
べ
て
の
神
学
は
、
神
と
被
造
物
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
、

『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
中
の
「
審
判
者
」、「
律
法
」、「
選
び
」
と
い
う
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
、
特
に
『
信

仰
告
白
』
の
神
学
的
枠
組
み
と
し
て
の
「
業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
と
い
う
二
つ
の
契
約
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、

お
よ
そ
二
百
年
に
わ
た
る
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
神
学
的
思
索
の
営
み
を
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
が
独
自
に
生

み
出
し
た
三
つ
の
『
信
仰
告
白
』
を
た
ど
り
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
用
い
る
言
語
が
時
代
の
制
約
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
そ
の
時
代
の
教
会
が
そ
の
「
生
活
の
座
」
に
お
い
て
い
か
な
る
「
問
い
」
を
も
ち
つ
つ
聖
書

と
取
り
組
む
か
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
神
学
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
カ
ン
バ
ー
ラ

ン
ド
長
老
教
会
は
そ
の
贖
罪
理
解
に
お
い
て
も
「
発
展
的
神
学
」
の
歩
み
を
確
実
に
し
て
き
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

漓
一
八
一
○
年
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
新
し
い
解
釈
に
立
ち
な
が
ら
教
会

形
成
を
始
め
た
。
そ
の
後
、
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
一
八
一
四
年
に
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』

を
一
部
修
正
し
た
『
一
八
一
四
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』
を
著
し
た
。
そ
し
て
、
一
八
八
三
年
に
、
そ

れ
を
全
面
改
訂
し
た
『
一
八
八
三
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』
を
告
白
す
る
。
さ
ら
に
、
お
よ
そ
百
年
後
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の
一
九
八
四
年
に
は
、『
一
八
八
三
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』
の
神
学
的
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
、
時
代
に

即
し
た
神
学
の
表
現
と
し
て
、『
一
九
八
四
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
』
を
生
み
出
し
て
い
く
。
カ
ン
バ
ー

ラ
ン
ド
長
老
教
会
創
設
期
か
ら
一
九
七
○
年
代
に
い
た
る
歴
史
に
つ
い
て
は
、B

en
M

.
B

arrus,
M

ilton
L

.
B

aughn,

T
hom

as
H

.
C

am
pbell,

A
People

C
alled

C
um

berland
Presbyterians:

A
H

istory
of

the
C

um
berland

Presbyterian

C
hurch

(M
em

phis,Tennessee:F
rontier

Press)

に
詳
し
い
。
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、
荒
瀬
牧
彦
、『
講
演
…
カ
ン

バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
精
神
に
何
を
学
ぶ
か
』（
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
キ
リ
ス
ト
教
会
日
本
中
会
情
報
委
員
会
編
、『
四

十
周
年
記
念
誌
あ
ゆ
み
』
所
収
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。Presbyterian

(U
SA

)

か
ら
み
た
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会

の
創
設
に
関
す
る
興
味
深
い
研
究
と
し
て
は
、B

radley
J.Longfield,T

he
Presbyterian

C
ontroversy:Fundam

entalists,

M
odernists,

&
M

oderates
(O

xford:O
xford

U
niversity

Press,1991),pp.60–22

。『
一
九
八
四
年
版
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド

長
老
教
会
信
仰
告
白
』
の
成
立
背
景
に
関
し
て
は
、H

.
W

.
M

orrow
,

T
he

C
ovenant

of
G

race:
A

T
hread

T
hough

Scripture
(M

em
phis,Tennessee:B

oard
ofC

hristian
E

ducation,C
um

berland
Presbyterian

C
hurch,1996),pp.

5–8

。
日
本
語
で
は
、
拙
訳
、
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
『
恵
み
の
契
約
│
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白

講
解
』（
東
京
・
新
教
出
版
社
、
二
○
○
○
年
）
五
七
〜
六
二
頁
参
照
。

滷D
onald

K
.

M
cK

im
ed.

E
ncyclopedia

of
T

he
R

eform
ed

Faith
(L

ouisville,
K

entucky:
W

estm
inster

/John
K

nox

Press,
1992),

p.
13

の
「A

tonem
ent

」
の
項
目
に
お
い
て
、
Ｇ
・
フ
ァ
ク
レ
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
神
が

和
解
の
業
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
よ
り
贖
罪
論
は
改
革
派
教
会
の
神
学
的
伝
統
の
中
心
と
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。

澆H
.D

.M
cD

onald,“M
odels

ofthe
A

tonem
ent

in
R

eform
ed

T
heology”.D

onald
K

.M
cK

im
,ed.M

ajor
T

hem
es

in

the
R

eform
ed

T
radition

(G
rand

R
apids,M

ichigan:W
m

.B
.E

erdm
ans

1992),pp.117–121.

潺
カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
蠡
・
一
六
・
一
。
以
下
、『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
か
ら
の
引
用
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
『
キ
リ



ス
ト
教
綱
要
蠡
』
渡
辺
信
夫
訳
（
東
京
・
新
教
出
版
社
、
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
。

潸
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
五
・
二
、
六
参
照
。

澁
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
・
一
。

澀
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
・
二
。

潯
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
・
三
。

潛
ロ
ー
マ
五
・
一
○
、
ガ
ラ
テ
ヤ
三
・
一
○
、
一
三
参
照
。

濳
法
代
償
的
贖
罪
論
に
つ
い
て
は
、H

.W
.M

orrow
,op.cit.,p.40

。
こ
の
場
合
、
法
代
償
的
贖
罪
論
は
、
少
な
く
と
も
二
つ

の
神
学
的
前
提
を
も
つ
。
一
つ
は
、
原
罪
の
遺
伝
、
も
う
一
つ
は
契
約
の
代
表
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

潭
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
参
照
。

澂
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
・
六
。

潼
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
書
蠡
・
一
六
・
六
。

潘H
.D

.M
cD

onald,op.cit.,p.112.

澎[

業
の
契
約
」
と
「
恵
み
の
契
約
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、H

.
W

.
M

orrow
,

op.
cit.,

p.
44

、
Ｈ
・
Ｗ
・
マ
ロ
ウ
、

前
掲
書
一
二
二
〜
一
二
三
頁
以
下
参
照
。

澑『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
が
ア
メ
リ
カ
の
長
老
派
教
会
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
曽
根
暁
彦
『
ア
メ
リ
カ
教

会
史
』（
東
京
・
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
四
年
）
八
一
〜
八
三
頁
参
照
。
ま
た
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
と
の

関
係
に
関
し
て
、
マ
ロ
ウ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
一
六
四
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰

告
白
と
教
理
問
答
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
長
老
派
教
会
に
も
っ
と
も
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
一
七
二
九
年
の
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
大
会
（synod

）
会
議
に
お
い
て
、
植
民
地
内
の
長
老
派
教
会
は
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
を
教
会

110
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の
公
式
信
条
と
し
て
採
用
し
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
一
派
は
、
こ
の
信
仰
告
白
を
無
条
件
で
受
容
す

る
か
ど
う
か
で
、
正
当
な
信
仰
保
持
者
か
ど
う
か
を
判
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン

牧
師
に
導
か
れ
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
派
は
、
そ
う
し
た
厳
格
な
見
解
に
反
対
し
、
人
間
が
作
り
だ
し
た
い
か
な
る

文
書
も
聖
書
に
属
す
る
固
有
の
地
位
を
奪
う
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
、
ウ

ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
を
こ
の
よ
う
に
あ
ま
り
厳
格
に
受
け
と
め
な
い
長
老
教
会
の
一
派
か
ら
生
ま
れ
た
。」（
マ
ロ

ウ
、
前
掲
書
、
五
八
頁
）。

濂『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
四
・
二
、
七
・
一
。

潦『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
四
・
二
。『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
か
ら
の
引
用
は
、『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
信
仰
告
白
』
日
本
基
督
改
革
派
教
会
信
条
翻
訳
委
員
会
訳
（
東
京
・
新
教
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

澳『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
九
・
一
。

澣
岡
田
稔
は
、『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
が
特
徴
と
し
て
備
え
も
つ
「
論
理
性
」
に
つ
い
て
、「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
信
仰
告
白
の
信
条
史
的
意
義
は
、
聖
書
に
教
え
ら
れ
て
い
る
教
理
の
体
系
を
、
最
も
論
理
的
に
全
般
に
わ
た
っ
て
告
白

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
（
前
掲
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
日
本
基
督
改
革
派
教

会
信
条
翻
訳
委
員
会
訳
、
岡
田
稔
「
解
説
と
付
記
」、
一
一
五
頁
）。
同
様
に
Ｊ
・
Ｈ
・
リ
ー
ス
も
、「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

信
仰
告
白
の
作
成
者
た
ち
は
、
人
間
の
理
性
を
と
て
も
高
く
評
価
し
、
神
学
を
理
性
的
な
も
の
に
し
た
い
と
は
っ
き
り
と
考

え
て
い
た
…
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
は
、
論
理
的
に
一
貫
し
た
、
精
確
で
抽
象
的
な
命
題
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
一
つ
の
神
学
で
あ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
の
作
成
者
た
ち
は
、
論
理
的
で
あ
る
こ

と
の
価
値
を
知
っ
て
い
た
。」
と
述
べ
る
（
Ｊ
・
Ｈ
・
リ
ー
ス
、『
改
革
派
神
学
の
光
と
影
…
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
基

準
の
成
立
』
今
井
献
訳
（
東
京
・
新
教
出
版
社
　
一
九
九
七
年
）
八
二
〜
八
三
頁
。
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澡『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
と
キ
リ
ス
ト
教
ス
コ
ラ
主
義
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
Ｈ
・
リ
ー
ス
、
前
掲
書
、

七
七
頁
以
下
参
照
。

澤『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
六
・
六
。

澹『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
七
・
三
。

濆『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
一
○
・
一
。

澪
こ
の
点
に
関
し
て
、
マ
ロ
ウ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
般
的
に
い
っ
て
契
約
神
学
者
た
ち
は
普
遍
救
済
論
を
提
唱
し

な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
彼
ら
は
一
方
に
エ
イ
ム
ス
と
ウ
ィ
ツ
ィ
ウ
ス
、
他
方
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
と
い
う
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
裂
し
た
の
で
あ
る
。
エ
イ
ム
ス
は
、
恵
み
の
契
約
は
神
が
救
い
へ
と
意
図
し
選
ん
だ
人
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
ウ
ィ
ツ
ィ
ウ
ス
も
や
は
り
二
人
の
ア
ダ
ム
の
類
比
を
も
つ
論
理
の
力
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
た
の

で
、
キ
リ
ス
ト
の
業
は
限
り
な
い
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
も
し
神
が
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
に
向
け
た
な
ら
ば
、
万
人
が
救

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
論
法
を
と
っ
た
。
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
も
二
人
の
ア
ダ
ム
の
類
比
に
よ
っ
て
普
遍
救
済
論
が
導
か
れ
る

こ
と
は
よ
し
と
し
な
か
っ
た
が
、
選
び
の
教
理
に
は
向
か
わ
ず
、
恵
み
の
契
約
も
律
法
の
契
約
と
同
様
に
条
件
的
で
あ
る
と

い
う
道
を
と
っ
た
。
第
二
の
ア
ダ
ム
の
行
為
は
第
一
の
ア
ダ
ム
の
死
が
も
た
ら
し
た
範
囲
に
す
べ
て
の
永
遠
の
生
命
を
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
条
件
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
間
は
救
い
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か

し
、
実
際
的
に
は
、
悔
い
改
め
と
信
仰
の
条
件
を
満
た
し
た
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」（H

.W
.M

orrow
,C

ovenant

T
heology

and
the

C
um

berland
Presbyterian

C
hurch,M

akihiko
A

rase,trans.[R
ussellville,A

rkansas,1994],p.7

）。

濟H
.W

.M
orrow

,
T

he
B

ackground
and

D
evelopm

ent
of

C
um

berland
Presbyterian

T
heology

(N
ashville,Tennessee

1965),pp.10–20.

濕H
.W

.M
orrow

,op.cit.,pp.136–153.
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濬
一
九
九
七
年
春
学
期
に
メ
ン
フ
ィ
ス
神
学
校
で
開
講
さ
れ
た
『
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
神
学
の
背
景
と
発
展
』
で
の

Ｈ
・
マ
ロ
ウ
に
よ
る
発
言
。

濔H
.W

.M
orrow

,op.cit.,pp.159–225.

濘
例
え
ば
、
そ
の
神
学
的
柔
軟
性
は
、
聖
書
の
歴
史
的
側
面
を
視
野
に
入
れ
た
「
聖
書
解
釈
」
を
可
能
と
す
る
。
そ
の
結
果
、

大
議
論
の
末
、
一
八
八
九
年
に
は
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
は
他
の
長
老
派
教
会
に
先
駆
け
て
女
性
に
按
手
を
授
け
、

女
性
教
職
者
を
誕
生
さ
せ
た
。
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
最
初
の
女
性
教
職
者
は
、L.M

.W
oosley

（
一
八
六
二
〜
一
九

五
二
）
で
あ
っ
た
。L

.
M

.
W

oosley

に
関
し
て
は
、M

ary
L

in
H

udson,
Shall

W
om

an
P

reach?
O

r
the

Q
uestion

A
nsw

ered:
T

he
M

inistry
of

Louisa
M

.
W

oosley
in

the
C

um
berland

Presbyterian
C

hurch,
1887–1942

(N
ashville:

Vanderbilt
U

niversity,
1992)

が
あ
る
。
ま
た
、L

.
M

.
W

oosley

自
身
の
も
の
と
し
て
、L

ouisa
M

.
W

oosley,
Shall

W
om

an
Preach?O

r
the

Q
uestion

A
nsw

ered
(C

aneyville,K
y.,1981)

が
あ
る
。

濱H
.W

.M
orrow

,C
ovenantT

heology,p.25.

濮H
.W

.M
orrow

,T
he

B
ackground

and
D

evelopm
ent,pp.226–273.

な
お
、
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
神
学
に
関
す
る
最
近
の
研

究
と
し
て
は
、Joe

B
en

Irby,
T

he
L

ife
and

T
hought

of
Stanford

G
uthrie

B
urnney,

D
D

,
L

L
D

:
A

M
aker

of

C
um

berland
Presbyterian

T
heology

(M
em

phis,Tennessee,2000)

が
あ
る
。

濛
Ｓ
・
バ
ー
ニ
ー
の
贖
罪
論
に
つ
い
て
は
、Stanford

G
.

B
urney,

A
tonem

ent:
Soteriology,

T
he

Sacrificial,
in

C
ontrast

w
ith

the
PenalSubstitutionary

and
M

erely
M

oralor
E

xem
plary

T
heories

of
Propitiation

(N
ashville:C

um
berland

P
resbyterian

P
ublish

ing
H

ouse,
1888);

S
tanford

G
.

B
urney,

A
nthropology

(N
ash

ville:
C

um
berland

Presbyterian
Publishing

H
ouse,1894)

が
あ
る
。
ま
た
、
Ｈ
・
マ
ロ
ウ
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
、H

.W
.M

orrow
,T

he

C
ovenantofG

race,p.46.

ま
た
、H

.W
.M

orrow
,C

ovenantT
heology,pp.22–24

を
参
照
。



瀉H
.W

.M
orrow

,in
B

en
M

.B
arrus,M

ilton
L.B

aughn,T
hom

as
H

.C
am

pbell,A
People

C
alled

C
um

berland

Presbyterians:A
H

istory
ofthe

C
um

berland
Presbyterian

C
hurch,pp.287ff,297–301

参
照
。

瀋
Ｒ
・
Ｋ
・
リ
ー
ガ
ン
の
救
済
論
に
関
し
て
は
、E

w
ell

K
.

R
eagin,

W
hat

C
um

berland
Presbyterians

B
elieve

R
evised

(M
em

phis,Tenneesee
1979),pp.54–67

のC
hapter

6:R
egeneration,Justification,Sanctification

を
参
照
。

濺『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
改
訂
作
業
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
、『
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
・
第
二
カ
ン
バ
ー
ラ
ン

ド
長
老
教
会
信
仰
告
白
と
政
治
　
一
九
八
四
』（
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
キ
リ
ス
ト
教
会
日
本
中
会
翻
訳
特
別
委
員
会
訳
）
十

〜
十
二
頁
に
あ
る
「
一
九
八
四
年
信
仰
告
白
前
文
」
を
参
照
。

瀑『
一
九
八
四
年
版
信
仰
告
白
』
の
「
前
文
」
に
「
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
信
仰
告
白
の
形
成
原
理
は
、
聖
書
が
語
る
こ
と
が
ら
を
聖

書
が
語
る
よ
う
に
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
。

瀁H
.W

.M
orrow

,T
he

C
ovenantofG

race,p.43.

瀏W
.

J.
D

arby,
O

ur
Position,

or
C

um
berland

P
resbyterians

in
R

elation
to

the
P

resbyterian
Fam

ily
(N

ashville:

C
um

berland
Presbyterian

Publishing
H

ouse,n.d.),p.2.

濾B
en

M
.B

arrus,M
ilton

L.B
aughn,T

hom
as

H
.C

am
pbell,op.cit.,p.301.
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